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  １．開  会 

○事務局（由水課長補佐） 定刻となりましたので、令和２年度（２０２０年度）第２回

北海道環境審議会水環境部会を開催したいと存じます。 

 私は、事務局を担当しております循環型社会推進課の由水でございます。 

 議事が始まるまでの間、進行役を務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 本日は、当部会の総員１３名のうち１２名のご出席をいただいております。過半数に達

しておりますので、北海道環境審議会条例施行規則第３条第２項の規定により、当部会は

成立していることをご報告いたします。 

 また、オブザーバーとして、地方独立行政法人北海道立総合研究機構産業技術環境研究

本部エネルギー・環境・地質研究所から山口主査と丸谷専門研究員にもご出席いただいて

おります。 

 

  ２．挨  拶 

○事務局（由水課長補佐） 開会に当たりまして、環境保全担当課長の遠藤からご挨拶を

申し上げます。 

○遠藤環境保全担当課長 皆様、こんにちは。環境保全担当課長の遠藤でございます。 

 本日は、お忙しいところをご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

 皆様には、日頃から、本道の環境保全行政の推進にご理解とご支援をいただいておりま

すことに、この場を借りて厚く御礼申し上げます。 

 また、感染拡大の状況の中、ご出席をいただきましたこと、誠に恐れ入ります。 

 道の集中対策期間中ということで、北海道スタイルを踏まえ、十分な対策の下に会議を

開催させていただいておりますことを申し添えます。 

 さて、前回の１２日の部会では、令和３年度の水質測定計画作成方針について、ご審議、

ご了承をいただきましたが、本日は、この作成方針に基づきまして、令和３年度の公共用

水域と地下水の水質測定計画（案）を事務局で作成いたしましたので、ご審議をお願いい

たします。 

 今後とも、道といたしましては、本部会の答申を踏まえて作成した、水質測定計画によ

り、引き続き本道の良好な水環境の保全のために、可能な限りの取組を関係機関と連携を

図りながら進めて参りたいと思いますので、委員の皆様におかれましては、ご専門の立場

からご指導、ご助言を賜りますようお願いいたします。 

 簡単ではございますが、開催に当たっての挨拶とさせていただきます。 

 本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（由水課長補佐） それでは、本日、お手元にお配りしております資料の確認を

させていただきたいと存じます。 

 まず、次第、出席者名簿、配席図、資料１－１として、令和３年度（２０２１年度）公
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共用水域の水質測定計画の作成について、１９ページ以降に参考値としまして、環境基本

法に基づく水質環境基準の類型指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準（抜

粋）があります。参考２の公共用水域の水質の常時監視に関する基本的な考え方、参考３、

令和３年度（２０２１年度）公共用水域の水質測定計画作成方針を一緒にとじてございま

す。 

 また、さきに委員の皆様にお送りしました資料にはございませんが、参考資料４といた

しまして、ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡにおける監視項目への新規追加に係る道の対応について

を追加させていただいております。 

 続きまして、資料１－２、令和３年度（２０２１年度）公共用水域の水質測定計画北海

道実施分（案）、５３ページ以降に、別紙１、公共用水域測定地点位置図、別紙２、令和

元年度（２０１９年度）環境基準未達成地点（生活環境項目ＢＯＤ・ＣＯＤ及び健康項目）、

別紙３、令和３年度（２０２１年度）公共用水域水質測定計画実施主体別測定地点一覧、

別紙４、測定方法及び数値取扱方法をとじてございます。 

 資料２－１としましては、令和３年度（２０２１年度）地下水の水質測定計画の作成に

ついてと、７ページ以降に、参考資料１、環境基本法に基づく水質環境基準の類型指定及

び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準（抜粋）、参考２として、地下水の水質

の常時監視に関する基本的な考え方、参考３として、平成２３年度（２０１１年度）から

令和２年度（２０２０年度）までの継続監視調査結果北海道実施分をとじさせていただい

ております。 

 そのほか、資料２－２、令和３年度（２０２１年度）地下水の水質測定計画北海道実施

分（案）、最後に、次第には記載しておりませんが、前回の確認事項に係る説明資料がご

ざいまして、北海道新幹線工事に伴うトンネルの掘削土（要対策土）の環境監視について

お配りしてございます。 

 全てお手元にございますでしょうか。配付漏れなどがございましたらお知らせいただけ

ればと思います。 

 また、本日の会議は議事録を作成しておりますので、大変恐れ入りますが、発言の際に

はお近くにありますマイクをご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

  ３．議  事 

○事務局（由水課長補佐） それでは、次第によりまして議事を進めたいと存じます。 

 中村部会長、議事進行をよろしくお願いいたします。 

○中村部会長 年度末の忙しい中、また、前回から日が経っていないのですけれども、集

まっていただき、ありがとうございます。 

 それでは、今ご説明があったとおり、今日は、前回、ちょうど先々週の１月１２日に開

催した部会で、事務局から提示があった測定計画作成方針を基に、その後、事務局のほう

で検討していただいて、今日、計画案が出てきたところです。本日は、その計画案につい
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てご意見を伺いたいと思います。 

 また、前回議論した北海道新幹線のトンネルの掘削土については、通常の議事が終わっ

た後に事務局から説明があると思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、早速議事に入りまして、（１）令和３年度（２０２１年度）公共用水域の水

質測定計画の作成について、事務局から説明をお願いします。 

○事務局（小田島主任） 循環型社会推進課で公共用水域を担当しております小田島と申

します。 

 それでは、本題の令和３年度の公共用水域の水質測定計画について説明させていただき

ます。 

 お手元の資料、冊子の前の右上に資料１－１と記載された冊子がございますので、ご準

備ください。後ほど、資料１－１の参考４も見ていただく場面もありますので、そのとき

にお話しいたします。 

 それでは、資料１－１の１ページから順に説明させていただきます。 

 令和３年度の公共用水域の水質測定計画につきましては、１９ページに添付しておりま

す参考１の国が定めました処理基準と、２３ページ、参考２の平成１６年に当部会で答申

いただきました基本的な考え方、１月１２日の第１回目の部会で承認いただきました令和

３年度公共用水域の水質測定計画作成方針に基づきまして、令和３年度公共用水域の水質

測定計画（案）を作成いたしました。 

 中身につきましては、長期的なモニタリングの重要性を鑑みまして、昨年度までの計画

書をベースとして、令和元年度の水質測定結果や道総研からの助言などを参考に追記、修

正を行っております。 

 資料で四角に囲みました部分が第１回目部会で審議いただきました令和３年度の測定計

画作成方針でありまして、それに沿った形で、それぞれ地点の選定、項目の選択、頻度の

設定をしております。 

 まず、１ページ目の地点の選定です。 

 最初に、（１）生活環境項目のＢＯＤ、ＣＯＤに係る測定地点の説明から始めます。 

 アの環境基準点ですが、必ず全地点で測定を実施いたします。ただし、後ほど説明いた

しますが、海域については、苫小牧海域など一部の水域で、同一類型指定水域間の近接し

た環境基準点で２年ローリング方式で調査している地点がございます。そういった地点以

外は、前年同様、全地点測定を実施します。 

 次に、その下のイの補助点とその他地点に移ります。 

 補助点とは、類型指定水域の中で環境基準点以外の地点を補助点、類型指定のない水域

で必要に応じて測定する地点がその他地点となっておりますが、こちらも、休止はせずに、

昨年と同様の地点で測定いたします。 

 その下の表は、令和３年度の生活環境項目ＢＯＤ、ＣＯＤの測定地点数をまとめたもの

でございます。 
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 河川、湖沼、海域を合わせまして、基準点で２７５地点、基準点の中層で８０地点、補

助点で３２地点とその他の地点で１２地点の合計３９９地点で測定を予定しております。

こちらも、前年度と同様となります。 

 続きまして、その下（２）全窒素・全リンに移ります。 

 こちらも、前年と同じく、類型指定の有無によらず、閉鎖性水域である全ての地点で測

定を実施します。 

 続きまして、２ページに行っていただきまして、（３）水生生物の保全に係る測定地点

に参ります。 

 類型指定水域での測定が必須とおりますので、前年度同様に類型指定水域の全地点で測

定を継続いたします。 

 次に、（４）ローリング方式による測定地点です。隔年測定と３年ごとに１回測定する

地点がございまして、詳細は後ほど説明いたしますが、隔年測定地点は、海域の１５地点

の入替えと、３年ごとの測定地点は、前年から２地点減の３地点増で、計１地点の増とな

っております。 

 その下（５）休廃止鉱山、（６）鉱山関係を除く健康項目ですが、ローリング方式のみ

の地点増減で、それ以外は前年同様の地点となっております。詳細は、後ほど別紙でご説

明します。 

 その下の表に移りますが、令和３年度の健康項目の測定は、河川、湖沼、海域を含め、

基準点で１３５地点、補助点で１７地点、その他地点４１地点で、合計１９３地点で測定

いたします。 

 続いて、その下（７）要監視項目ですが、前年と同様、河川で１２地点、海域３地点で

実施いたします。 

 ３ページに移っていただきまして、２の測定項目の選択についてです。 

 （１）生活環境項目の測定項目につきましては、令和元年度の測定結果及び令和２年度

測定の様子を鑑みまして、特に大きな変化が見られないことから、前年度と同様で実施し

たいと考えております。 

 （２）健康項目の測定項目ですが、カドミウムから、１，４－ジオキサンまで、項目は

前年と同様です。 

 なお、枠内にございます作成方針（３）のＰＲＴＲのデータを活用してというところに

関しまして、今回、ＰＣＢを新たに２地点で測定を開始する地点がございますので、後ほ

どご説明いたします。 

 そのほか、健康項目のローリングによる追加、休止がある以外は、前年と同様となって

おります。 

 （３）要監視項目についてですが、昨年の５月に、新たにＰＦＯＳ及びＰＦＯＡが要監

視項目に追加されたことを受けまして、令和３年から、新たに１地点で測定を開始したい

と考えております。こちら詳細も、後ほど別紙で説明させていただきます。 
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 その下に行っていただきまして、（４）特殊項目につきましては、過去に高い値を示し

た地点の継続監視のために実施しており、こちらも前年同様に実施いたします。 

 （５）のその他項目と（６）特定項目につきましても、全て前年同様に実施したいと考

えております。 

 次に、４ページ目に参りまして、３の測定頻度の設定についてです。 

 まず、（１）生活環境項目の測定頻度についてですが、アの環境基準点では、四季の水

域変化に応じ、全地点で年４回測定いたします。イの補助点及びその他地点につきまして

は、これまでの長期的な測定結果や水域の水質状況などを勘案して、測定頻度を年２回か

ら最大４回といたします。 

 河川、湖沼、海域を含めまして年４回測定する地点が３８６地点、３回以下のところが

１３地点、延べ測定回数を合計で１，５７２回としております。ローリング方式に係る変

更以外は前年同様となっております。 

 その下のウの水生生物保全環境項目につきましては、全亜鉛、ノニルフェノール、ＬＡ

Ｓと、全て年２回測定いたします。こちらも、前年同様、地点数４１地点、延べ測定回数

を２４６回といたします。 

 次に、（２）健康項目に係る測定頻度です。 

 アの基本的な測定頻度としましては、休廃止鉱山の監視地点、主要水域の代表地点及び

検出の可能性がある地点において、年１回測定いたします。 

 イの検出状況による測定頻度ですが、検体値の基準超過が見られた項目は、原則、年３

回測定するといたしまして、過去１０年間で、基準値の１０分の１以上の値が検出された

項目につきましては、年１から２回という頻度で測定いたします。こちらも、詳細につき

ましては後ほどご説明いたします。 

 続きまして、ウの硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素ですが、こちらはＢＯＤまたはＣＯＤの

未達成水域における状況把握のために、河川や閉鎖性水域への流入河川と全ての閉鎖性水

域で測定しておりますが、令和３年度は各地点で全て年４回実施するとしております。 

 健康項目の測定頻度は、河川、湖沼、海域を含め、年１回測定地点が７６地点、複数回

行う地点が１１７地点と、延べ測定回数を１，２３５回としております。 

 続きまして、５ページの別紙から、各測定項目の具体的な測定地点の詳細を記載してお

りますので、上から順に説明させていただきます。 

 別紙１は、生活環境項目を測定する補助点及びその他地点の一覧となっております。 

 補助地点におきましては、達成自体、国から評価を問われませんが、その水域の環境基

準点の類型に照らし合わせまして、未達成かどうかを丸バツで表示しております。主に、

水道水源対策のための水質監視や未達成地点における補足調査のために測定を実施してお

ります。 

 令和３年度は、石狩川水系への千歳川下流水域、ゆめみ野東町１７番地先から久根別川

水系の久根別川水域の久根別５号橋まで２１地点で測定を行いますが、こちらも達成、未
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達成にかかわらず、休止はせずに前年度同様に測定を実施いたします。 

 湖沼は、洞爺湖や大沼など、過去に環境基準未達成が続いていた水域を含め、６水域で

測定いたします。あわせて、河川の各流入点においても補足調査を行います。 

 海域につきましては、サロマ湖、風連湖、厚岸湖の３水域で測定し、あわせて流入河川

の流入点のところでも測定を実施します。 

 次のページに行っていただきまして、６ページの２に記載している地点は、全窒素、全

リンの測定地点となっております。参考といたしまして、硝酸性・亜硝酸性窒素、アンモ

ニア性窒素の測定地点も並べて記載しております。 

 一番上の阿寒湖からサロマ湖までのＮＰ類型指定ありの閉鎖性水域１２水域３８地点と、

能取湖から厚岸湖までのＮＰ類型指定なしの閉鎖性水域３水域９地点で、全窒素、全リン

を年４回測定します。 

 また、各閉鎖性水域の流入河川につきましても、栄養塩類の流入状況を監視する目的で

全窒素、全リンを年４回測定し、さらに各流域の土地利用に応じまして、適宜、硝酸性・

亜硝酸性窒素、アンモニア性窒素につきましても年４回測定するというふうにしておりま

す。 

 次のページに移っていただき、７ページの３は、水生生物の保全に係る項目の測定地点

です。 

 渚滑川水系渚滑川上流水域の滝の上橋から尻別川水系の尻別川下流水域、真狩橋までの

水性生物の保全に係る累計指定水域４１地点で測定を実施いたします。測定項目は全て共

通で、必須の３項目といたします。 

 ８ページにお進みいただきまして、４、ローリング方式の測定地点です。 

 主に海域で行っている隔年測定地点と、主に休廃止鉱山廃水の継続的な監視を目的とし

た３年毎測定地点がございます。 

 隔年測定を実施している海域におきましては、特質すべき汚濁源がなく、長期的に見て

水質上安定している水域内で、近接し、類似の特性であることを考慮して実施しておりま

す。 

 ３年毎測定につきましては、鉱山関係の監視地点で、過去データで検出が見られないか、

または検出されても低濃度で推移している地点について、毎年の測定はしないまでも、定

期的な監視が必要であると考えて実施しているものです。 

 令和３年度につきましては、令和２年度に実施しておりました玉川橋、沼の上簡水取水

口地点は休止といたしまして、そのかわり、３年前の平成３０年度に測定しておりました

余市川水系の白井川水域銀橋から以下３地点で再び測定を行うという形になります。 

 ９ページに行っていただきまして、５は、健康項目のうち、休廃止鉱山の坑廃水の影響

を監視する測定地点の詳細となっております。 

 それぞれ休廃止鉱山の監視のため各監視項目を測定しており、太い文字囲みは令和元年

度に環境基準を超過した項目で、白抜きの囲いは過去１０年で環境基準値の１０分の１の
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値を超えたことがある項目となっております。 

 米印がついているところがありますが、こちらは令和３年度の追加地点でございまして、

一番上の共和橋、下から１１段目にある目名橋、同じく下から数えて二つ目の銀橋地点、

こちらは３年ごとのローリング地点でございまして、これらの入替え以外は全て継続いた

します。 

 次のページにお進みいただき、１０ページの６の鉱山以外の健康項目の測定地点につい

てです。 

 こちらに関しましては、これまでの測定結果をベースにし、過去の検出データや、ＰＲ

ＴＲの届出などを確認し、適宜、測定項目を見直しております。 

 ここで、１ページめくっていただいて、１３ページをお開きください。 

 １３ページの中ほどの注２にＰＲＴＲ届出制度に関する記載がございますので、ご覧く

ださい。 

 ここで、ＰＲＴＲの制度について簡単にご説明いたします。 

 ＰＲＴＲ制度とは、化学物質排出把握管理推進法、略して化管法という法律で法制化さ

れた制度でございまして、対象となる４６２種類の化学物質が、どこから、どれくらい、

どこへ排出されたか、あるいは運び出されたかということを国で把握して集計し、公表す

るといった仕組みのことです。 

 対象物質をある一定割合以上排出する、または移動させた場合に、事業者は都道府県を

経由して国への届出義務が生じます。その全届出データを排出した水域別、化学物質別に

集計し、ある一定量より多い排出があった項目について、まだ該当地点で測定を実施して

いない場合に測定される可能性がございますので、それを新規に測定計画に追加しており

ます。 

 １１ページにお戻りください。 

 １１ページの調査項目欄、米印が令和３年度の追加分となります。 

 具体的には、１１ページの河川の表の下から１０段目の長流橋と下から５段目にある久

根別川５号橋と、こちらで測定いたしますＰＣＢが追加項目となります。この２地点とも

下水処理施設の報告状況を基に、今回、項目に加えております。 

 下水処理施設由来のＰＣＢにつきましては、千歳川下流水域ゆめみ野東町１７番地地先

とか標津川下流水域標津捕獲場などで長期的に監視しております。最新のデータで、新た

に二つの下水処理施設からある一定量が排出されていることが分かりまして、今回、計画

に反映させた形です。その他の新規追加分はございません。 

 ページが前後して申し訳ございませんが、再度、１３ページをご覧ください。 

 ７の要監視項目の測定地点に参ります。 

 国から、引き続き知見の収集に努めるべきとされている項目でございまして、昨年５月

にＰＦＯＳ及びＰＦＯＡが新たに要監視項目に追加となったことを受けまして、令和３年

度は安平川水系美々川水域美々橋地点におきまして、ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡを測定項目に
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追加したところでございます。 

 ここで、ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡにつきまして、測定地点の選定経緯も含めて説明させて

いただきます。 

 ページが飛んで申し訳ございませんが、２７ページの次に添付しております、右上に資

料１－１、参考４と記載された３枚物の資料をご準備ください。 

 こちらの資料の２ページに記載がございますが、ＰＦＯＳとＰＦＯＡという物質につい

て簡単にご説明させていただきます。 

 ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡとは、有機フッ素化合物の一種でございまして、耐熱性耐薬性に優

れた大変安定な物質として、今まで、幅広い用途で使用されてきた物質でございます。 

 主に、航空機用の泡消化剤への利用が分かっているため、環境省からは排出源となり得

る施設として、空港や石油コンビナート、米軍や自衛隊施設とか半導体の製造工場、また

下水処理場などが挙げられております。 

 難分解性で、生物蓄積性、人や動植物への慢性毒性があるとされており、両物質ともに

ＰＯＰｓ条約の対象物質に指定されておりまして、国内でも厚労省によって、水道水に係

る要検討項目への指定など、国内外においても規制が進んでいる状況となっております。 

 また、環境省でも、令和元年度にＰＦＯＳ及びＰＦＯＡの全国存在状況調査を行ってお

りまして、その結果を３ページ以降に載せておりますので、ご覧ください。 

 高い数値が検出された地点につきましては、インデント表示をさせていただいておりま

して、都府県では千葉県や東京都、神奈川県、４ページを見ていただくと大阪府、非常に

高い数値が出ているのが６ページの沖縄県の地点です。こちらは、いずれも米軍施設や自

衛隊施設、化成品工場や半導体製造工場の周辺となっております。 

 道内では、３ページにございますが、石狩河口橋、これは開発局の測定指定地点になり

ますが、そちらと美々橋地点で測定しておりまして、いずれもほかの都府県に比べまして

低い数値となっております。 

 このような国内外の動向や、全国的な調査結果を鑑みまして、環境省におきましても、

今後、長期的に知見の収集が必要であるということで、今回、新たに要監視項目に追加と

なったという経緯でございます。 

 これらの状況を受けまして、道としましても適切な測定地点を検討いたしました。 

 資料１－１の参考４の１ページにお戻りいただきまして、道内の排出源としまして、Ｐ

ＦＯＳの含有消化剤を多く保有する空港施設のうち、道内最大の離発着数と規模を有する

新千歳空港を最大の排出源として設定しまして、その排水が流入する地点の下流に位置す

る安平川水系美々川水域美々橋で、今後、ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡをモニタリングしていこ

うと考えております。 

 また、測定回数につきましても、環境省の調査でも、全国に比べて数値が低いことから

年１回と考えておりまして、空港施設からの排水につきましても、全て下水道に行きまし

て、公共用水域へ出る排水については雨水のみと確認しておりますので、雨量の多い夏季
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に実施することを考えております。 

 以上、ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡの説明は終わりとさせていただきまして、１４ページにお

戻りください。 

 ８の特殊項目の測定地点についてです。 

 過去に高い値を示した地点の継続監視ということで、休廃止鉱山を中心に測定しており

ます。ローリング地点の入替え以外は、これまでの地点、項目をそのまま継続して実施い

たします。 

 続いて、１５ページの９、その他項目の測定地点についてです。 

 道総研の助言をいただきまして、ＢＯＤ、ＣＯＤの基準値超過地点の状況把握のために、

閉鎖性水域の水質評価のため、継続して測定いたします。河川は、アンモニア性窒素など

を測定し、閉鎖性の湖沼や海域については、先ほどの全窒素、全リンと併せて、塩化物イ

オン、アンモニア性窒素、リン酸態リンなどを測定します。 

 なお、海域の環境基準点では、塩分の測定も行います。 

 令和３年度からは、河川の表の上から３段目にございます佐呂間別川下流水域の佐呂間

大橋と、同じく４段目にございますトマップ川水域の女満別町上流地点において、リン酸

態リンを測定項目へ追加したところでございます。この意図といたしましては、令和元年

度にサロマ湖と網走湖において、全リンが基準超過しましたことを受けまして、その流入

河川で栄養塩の状況を監視しようということで項目へ追加しているところです。 

 続いて、その下の１０の特定項目の測定地点についてですが、こちらは水道水源の水質

保全のために測定している項目で、これも環境基準の設定はございませんけれども、各自

治体のニーズに応じて測定を実施しているというもので、取水口附近の水道水の原水につ

いて調査しております。こちらも、今年度と同様に実施いたします。 

 少し脱線して申し訳ございませんが、水道水源に係ることでご報告がございまして、第

１回目の部会の質疑の場面で、札幌市の白川浄水場取水口地点で、ヒ素が環境基準を超過

していることを受けまして、中村部会長のほうから、浄水場のほうでしっかりヒ素を除去

した処理をしているのかといった質問がございまして、そのときにしっかり回答ができま

せんでしたので、札幌市に確認しました。 

 結論としましては、白川浄水場のほうでヒ素に対応した高度処理をしっかり行って、水

道基準のほうにしっかり満たした飲用水を供給しているので、安心・安全ですという回答

を得られました。 

 続きまして、１６から１７ページをお開きください。 

 こちらには、それぞれの令和３年度の延べ地点数、延べ検体数を記載しておりますので、

後ほどご確認をお願いいたします。 

 続きまして、資料１－２に移りたいと思います。 

 右上に資料１−２と記載された冊子をご用意ください。 

 こちらは、１ページから２７ページの資料１－１の内容を踏まえて作成しました令和３
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年度公共用水域の水質測定計画（案）となっております。 

 ３１ページから３８ページが河川、３９ページから４２ページが湖沼、４３ページから

５２ページまでが海域の計画となっております。 

 ３１ページをご覧ください。 

 右下に項目覧が赤色に着色されているところがございまして、具体的には安平川水系美々

川水域美々橋地点のＰＦＯＳ及びＰＦＯＡでございますが、これらの箇所は、今回項目に

追加した箇所となります。 

 続いて、３３ページを開いていただきますと、上の中ほどに地点名がグレー表示になっ

ている部分がございます。具体的には天塩川のサンル川などですが、こちらはローリング

地点でございまして、来年度、令和３年度は休止する地点でございます。 

 続きまして、５３ページをお開きください。 

 こちらは、公共用水域で測定する地点を北海道地図に落としたものになってございます。 

 ５５ページに行っていただくと、こちらは令和元年度の環境基準未達成地点を北海道地

図に落としたものでございまして、１回目の部会のときに添付させていただいた資料と同

じものとなっています。 

 続いて、５７ページにいっていただきまして、令和３年度の公共用水域水質測定計画の

実施主体別の測定地点一覧となっております。 

 河川が５９ページから６３ページ、湖沼が６４ページ、海域が６５ページから６７ペー

ジとなっておりまして、ここでは、令和元年度測定結果による基準項目未達地点を色分け

表示しています。ベージュになっているのが生活環境項目の未達成地点、紫が健康項目の

未達成地点、黄色の部分が全窒素、全リンの未達成地点となっております。 

 一通り説明させていただきましたが、全体的には、来年度計画（案）としましては、過

去からの継続したモニタリング状況や第１回目の部会でも説明した令和元年度の測定結果、

まだ途中ですが、今年度の検出状況も含めまして、現在の測定状況に変更すべき重大な案

件や急激な変化が今のところは見られないということを踏まえまして、今年度の計画をベ

ースに若干追加をさせていただいた形となっております。 

 以上で、令和３年度公共用水域の水質測定計画（案）の説明を終わらせていただきます。 

○中村部会長 ありがとうございました。 

 それでは、それぞれのご専門の立場から、今のご説明に対してご意見、ご質問がありま

したらどうぞ。 

○佐藤専門委員 資料１－１の１５ページです。 

 上から三つ目、四つ目のところで、全リンがオーバーしていたのでリンを測られるとい

うことですが、全リンではなくてリン酸態リンを測られる理由があるのでしょうか。 

○事務局（小田島主任） 基本的には、全リンの中にいろいろな状態のリンが含まれてご

ざいまして、水に溶けているリンと水に溶けていないリンがあります。リン酸態リンの場

合は水に溶けているリンを見まして、要は、全リンがオーバーしていることで、どういっ
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たことが原因でそれが超過しているかという一つの材料を測定することによって各関係機

関に提供できるのではないかと思い、今回、項目に入れさせていただきました。 

○佐藤専門委員 それから、測定する日にちですけれども、例えば、年に３回とか４回と

いうのは、最初に何月何日と決められるものなのですか。 

○事務局（小田島主任） 月ごとに計画を組んでいますので、何月何日という形ではなく

て、例えば１月とか３月というふうになります。ただ、そのときの状況で、台風が来て川

が氾濫して、その影響が何日も続いたというときは計画どおりにいかないことがあります

ので、必ずしも計画どおりに月でいかない場合もあるのですが、基本的には春、夏、秋、

冬で測定しております。 

○佐藤専門委員 基本的には、晴れている日に測定をされるのですね。 

○事務局（小田島主任） そうです。晴れていて、かつ通常時ということで、例えば、取

ってみたらすごく濁っている場合もあるので、最初に透明度とかそこのデータを持ってお

いて、実際に現場に行って透明度を測りましたと。通常時と同じような透明度だったので、

それで測定しますと。もしそこですごく濁っていた場合は別の日に測定するという形にな

っております。 

○佐藤専門委員 分かりました。ありがとうございました。 

○中村部会長 以前は流量との関係とかいろいろ出たのですけれども、それを広域でやっ

ていくのは、予算の関係もあってなかなか難しいので、今のところは通常の状態のときに

測られるということになっているのだと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○中津川委員 資料１－１の参考４のＰＦＯＳ、ＰＦＯＡが新たに追加されたということ

です。先ほどのご説明では雨天時に結構出てくるという話でしたが、今の質問と関係して、

これをどういうタイミングで測るのでしょうか。雨のときは濃度が薄まるのではないかと

いう可能性もあって、これは非常に難しいのではないか、どういうタイミングで測るかに

よって結構左右されるので、その辺のお考えを教えてほしいのです。 

○事務局（小田島主任） こちらも通常時で考えていまして、結局、ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ

のほうも、ほかの項目と同じタイミングで測りますので、氾濫、結構水量の多いときや濁

っているときは測定しなくて、通常時ということで考えています。 

○中津川委員 空港で使われた何か薬剤が雨で出てくるというイメージでよろしいですか。 

○事務局（小田島主任） そうですね。基本的には、空港から出てくる排水なのですけれ

ども、空港から公共用水域に出てくる排水は雨水がメインになっていまして、例えば、雨

が降って、その直後のもの、基本的に確かに薄まったりするのですけれども、下にたまっ

たものを……。 

○中津川委員 多分、一番高いのは降ってすぐなのですね。多分、フラッシュされてすぐ

だと思います。その時点で測ると結構高い値が出てきて、その後、結構薄まったりして、

そういう兼ね合いもあるのでどういうタイミングで取るかというのは非常に難しいです。
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何を図るか、どういうポリシーで測るかという問題ですけれども、そこがどうなのかと思

ってお聞きしました。 

 何かあるのか、統一的な、全国的に測っているので、統一的な考え方があるのかどうか

ということだと思います。 

○事務局（小田島主任） 統一的な考えはなくて、基本的に定常時で、ほかの項目もそう

なのですけれども、国の処理要領では、一応、定常時に測定するというのが決まりになっ

ているので、それに従ってということです。 

○中津川委員 では、ほかの項目と同じ考え方ということですね。 

○事務局（小田島主任） はい。 

○中村部会長 ちなみに、これは今回から入れられたのですよね。 

○事務局（小田島主任） そうです。 

○中村部会長 僕はよく知らないのですけれども、どんな問題が起こったとか、その背景

は分かりますか。 

○事務局（小田島主任） 環境省で問題、ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡでＰＯＰｓ条約のほうで対

象になりまして、その後、厚労省のほうとかでも、水道水源、水道水の背景とかが、参考

４の２ページのほうにあるのですけれども、こちらは厚労省でＰＦＯＳ、ＰＦＯＡを、令

和２年の３月に水質管理の目標設定項目のほうに指定するといった動きがあって、環境省

のほうでも要監視項目に追加するということで、こちらも、項目に追加するのなら排出源

の洗い出しをして測定していかなければいけないということで、今回、追加しました。 

○中村部会長 具体的にどんな影響を与えているとか生物とか人に対してというのは、あ

まりご存じないのですね。 

○事務局（小田島主任） そうですね。そういったデータは特になくて、人体への影響と

いうことについては、今、いろいろと知見を収集している段階です。そういったことを含

めて、今後、環境省のほうでも健康項目に入れるかとか、そこら辺の検討を行っていくの

だと思います。 

○中村部会長 ほかにどうでしょうか。 

 これは前にも聞いたような気がするので、今の同じ資料６ページの、この４回ずつやる

というので、実際には、例えばＢＯＤ、ＣＯＤでは、前の５ページを見るとバツがついて

いる湖でもそれを含んでいるのですけれども、達成されている場所と達成されていない場

所がありまして、窒素についてはほぼ達成されているような感じです。＋例えば、４回が

全窒素については測られていて、例えば、硝酸態だとか、アンモニア態窒素については測

られているところと測られていないところがあって、これはどういう理由でしたか。 

○事務局（小田島主任） これは土地利用に応じて入れていまして、例えば、サロマ湖で

すと、サロマ湖の周りに畜産農家があるようなところはないのですが、農地が広がってい

るような、土地利用に応じてアンモニアを測っていたり、硝酸性窒素、亜硝酸性窒素を入

れていたりというふうに分けています。 
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 例えば、サロマ湖でいきますと、湖の周りは農地が広がっていているので、硝酸性窒素、

亜硝酸性窒素を測っておりますが、片や、厚岸港のようなところは、周りに畜産農家もご

ざいますので、その流入河川でアンモニア性窒素も入れているという形で整理しておりま

す。 

○中村部会長 周りの土地利用に応じて入れたり入れなかったりしているのですね。 

 例えば、支笏湖は達成していて、測定回数４回で陰がついていますが、これはどういう

意味ですか。測定回数４回というのは、一体何をやる４回なのですか。 

○事務局（小田島主任） 支笏湖については、全窒素、全リンを４回測定するということ

です。ただ、これも周りが農地とか畜産農家もないので、ここについては栄養塩関係の項

目は測っていないということです。 

○中村部会長 今、全窒素、全リンを測ると言いましたか。 

○事務局（小田島主任） はい、測っております。 

○中村部会長 その左側に全窒素、全リンと書いてあって、達成とかと書いてあるのです

けれども、全窒素、全リンを測るということを意味しているのですか。 

○事務局（小田島主任） そうです。測っております。周りの丸バツとか、類型指定され

ているか、していないかとか、支笏湖については全リンについては指定を受けていますの

で、環境基準があるということで、それは達成しているということで丸です。 

○中村部会長 分かりました。 

 ということは、この一番上のほうに全窒素、全リンと横文字で書いてあって、この項目

を４回全てについて測るということですね。 

○事務局（小田島主任） そうです。 

○中村部会長 さらに細かくするのがその右側の表になっていくということですね。 

○事務局（小田島主任） そうです。 

○中村部会長 了解しました。 

 ほかはどうでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○中村部会長 それでは、最後にまた全体を通じてご質問等をお受けすることとして、次

に進めさせていただきますが、特に大きな問題はなかったと思いますので、公共用水域の

水質測定計画の作成については、事務局案で作成するということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○中村部会長 ありがとうございました。 

 それでは、二つ目の地下水の水質測定計画の作成について、事務局から説明をお願いい

たします。 

○事務局（工藤主任） 地下水担当の工藤と申します。よろしくお願いします。 

 資料の説明に入ります前に、前回の部会でご質問のありましたことを先に説明させてい

ただきます。 
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 前回の部会で、浅井戸と深井戸の考え方についてご質問をいただいておりました。 

 環境省の地下水質の測定結果報告要領には、浅井戸は井戸深度が第一不透水層以浅のも

の、深井戸は井戸深度が第一不透水層以深のものとされておりまして、道においても帯水

層ごとの汚染範囲を確認するために、要領に従って浅井戸、深井戸の別と深度を把握して

いるところです。 

 ただ、調査井戸は、民間個人所有の井戸が多数を占めており、井戸諸元が不明な場合が

多いです。調査の際は、井戸所有者に要領をお示した上で情報提供をいただいております。

井戸諸元が不明である場合は、不明と記載しております。 

 続きまして、継続監視調査井戸の終了についてです。 

 令和３年度地下水の水質測定計画作成方針では、長期間にわたって環境基準を達成して

いる地区について継続監視調査を終了する、調査の終了については国の示した処理基準を

踏まえて検討するとしております。この長期間というのは、おおむね１０年間と考えてお

りまして、１０年間、環境基準を達成している地区については、汚染物質や地下水の用途、

周辺の状況、各地域の実情などを総合的に勘案し、調査終了の判断をすることとしていま

す。 

 ただし、ＶＯＣ及び重金属調査井戸については、人為的な原因による汚染源であること

が明らかな場合においては、浄化対策などにより汚染物質が除去された後、１０年間環境

基準超過が見られない場合に廃止を検討することとしています。 

 なお、人為的な原因による汚染であっても、汚染原因が不明な場合は、１０年間環境基

準を達成している地区であっても、原因が除去されない以上、数値の変動が起こり得るこ

とも考えられることから、値の推移や周辺の状況を見ながら、原則、調査を継続すること

としております。 

 それでは、資料の説明に入らせていただきます。 

 資料２－１、令和３年度の地下水の水質測定計画案について、資料２－１と資料２－２

に基づきまして説明させていただきます。 

 まず、資料２－１から説明いたします。 

 令和３年度の地下水の水質測定計画については、公共用水域と同じく、国が定めた処理

基準、当部会で平成１６年度に答申いただきました基本的な考え方、また、前回の部会に

おいてご了承いただきました令和３年度地下水の水質測定計画作成方針に沿って作成いた

しました。 

 初めに、１の概況調査について説明させていただきます。 

 点線の四角枠内は、前回の部会でご了承いただきました作成方針を記載しています。 

 枠外の（１）から（４）については、方針に基づき策定した計画案の具体的な内容を記

載しておりますので、枠外の部分で説明させていただきます。 

 まず、（１）の実施市町村についてですが、６ページに別紙１として概況調査の年次計

画表を添付しております。令和３年度を太枠で囲っております。こちらの一番下に２６市
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町村と書いてあるのが、来年度、北海道で概況調査を実施する予定の市町村数です。 

 １ページに戻りまして、（２）調査井戸の選定についてです。 

 アの飲用に供している井戸、浅井戸、未調査の井戸を優先して選定しております。それ

から、イの未調査地区の井戸を優先して選定し、ウの河川、山地等の地形等を考慮して、

その地区の代表点になるように井戸を選定することを調査対象市町村にお願いし、井戸を

抽出していただいているところです。各市町村から１井戸ずつ選定しますので、２６井戸

を計画しております。 

 次に、（３）の測定項目についてです。 

 令和２年度と同様に、アルキル水銀を除いた環境基準項目全ての２７項目について測定

を行います。アルキル水銀については、総水銀が検出された場合に測定いたします。 

 次に、（４）の調査時期及び頻度についてです。 

 概況調査については、環境基準の超過が確認された場合に、速やかに汚染井戸周辺地区

調査を年度内に実施することを考慮しまして、５月から７月までに１回実施することとし

ております。 

 続きまして、２ページ目をお開きください。 

 上の表は、概況調査計画の概要をまとめたものです。対象市町村と井戸数が載っており

ます。井戸の用途などの詳細については、２０ページからの資料２－２に記載しておりま

す。 

 また、参考として、下の表に道以外の水質汚濁防止法を政令市である札幌市、函館市、

旭川市の３市が実施する概況調査の井戸数をまとめてあります。 

 令和２年度と調査数に変わりはなく、札幌市が４６井戸、函館市が８井戸、旭川市が９

井戸で、３市合計で６３井戸の調査を行う予定です。 

 次に、２の汚染井戸周辺地区調査についてです。 

 この調査は、令和３年度の概況調査の結果、汚染が確認された場合、周辺の汚染状況を

把握するため実施することになりますので、現時点で北海道が事業主体となり実施する井

戸はありません。政令市については、札幌市が１２井戸の調査を予定しているということ

です。 

 続きまして、３ページ目をご覧ください。３の継続監視調査についてです。 

 まず、（１）のアの調査終了井戸についてですが、硝酸性窒素等を測定しておりました

三笠市岡山地区の井戸について、令和２年に井戸が廃止されましたが、周辺に調査可能な

井戸がなかったため、調査終了としております。 

 続きまして、イの令和２年度からの調査継続地区です。 

 令和２年度継続監視調査地区のうち、上記アの調査終了井戸のある三笠市岡山地区を除

いた地区で、引き続き継続監視調査を実施いたします。令和３年度の継続監視調査につき

ましては、昨年度から１市町村、１井戸少ない４３市町村、１０１井戸で調査を実施いた

します。 
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 （２）の測定項目については、今年度と同項目について調査を実施いたしますが、現在、

四塩化炭素を測定している井戸については、ジクロロメタンの測定を追加します。 

 これは、令和元年に改正土壌汚染対策法施行規則が施行され、四塩化炭素の分解生成物

としてジクロロメタンが追加されたことによるものです。現在、四塩化炭素を測定してい

る井戸は４井戸ありますので、この４井戸について、ジクロロメタンの測定を追加いたし

ます。 

 次に、（３）の調査時期及び頻度についてです。 

 アの調査時期については、年１回調査としているところにつきましては、５月から７月、

または９月から１１月に実施します。毎年度同時期に実施する予定としております。 

 また、年２回調査の場合は、１回目を５月から７月に１回、２回目を９月から１１月に

１回実施する予定です。 

 イの調査頻度については、硝酸性窒素等の場合、原則年１回調査とします。調査開始後

３年未満の井戸については、季節変動を把握するため、年２回調査を実施するとしており

ます。ＶＯＣについては、人為的汚染であることが確実なため、過去３年間に基準値超過

がある場合は年２回、それ以外の井戸については年１回調査とします。 

 ４ページ目に移りまして、その他の項目ですが、重金属などのその他の項目を調査する

井戸については、年１回調査とします。 

 ５ページ目に、継続監視調査の計画の概要を調査項目別にまとめております。 

 上から、硝酸性窒素等につきましては３０市町村７５井戸、中段のＶＯＣにつきまして

は１２市町村２０井戸、その他の項目につきましては６市町村６井戸で、合計４３市町村

１０１井戸で調査を実施する予定としております。 

 また、水質汚濁法政令市である札幌市、函館市、旭川市及び開発局が実施する継続監視

調査については、合計７市町村９５井戸となっております。 

 続きまして、資料２－１、参考３ですが、１３ページ以降に平成２３年度から令和２年

度の過去１０年間の北海道が実施している継続監視調査の結果を載せておりますので、簡

単にご説明いたします。これにつきましては、今年度の速報値も載せております。 

 まず、表の見方をご説明いたします。１４ページから１５ページまでは、硝酸性窒素等

を測定している井戸の調査結果になります。基準値超過が確認された部分はピンク色で着

色しています。 

 先ほど、調査を終了しますと説明させていただきました地区ですが、表の左側の通し番

号の１１番の下に棒線を引いてあります。こちらが三笠市岡山地区ですが、井戸が廃止さ

れたため、番号を入れずに棒線にしてあります。 

 三笠市岡山地区は、平成１５年の概況調査で汚染が判明しまして、その後、継続監視を

続けて参りました。今回、廃止された井戸は、平成３０年度に代替井戸として調査を開始

した井戸で、岡山地区の下の段のほうになります。平成３０年度は、ピンクのところで２

８ミリグラム／リットル、令和元年度は、１５ミリグラム／リットルとなっておりまして、
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環境基準を超過しておりました。 

 なお、一番右の備考欄に書いておりますが、雨水が入りやすい構造の井戸で、井戸の木

枠の立ち上がりが地面から３センチぐらいしかなく、その上に木の蓋がついているという

構造の井戸でした。雨などの影響を受けやすく、そのためか、平成３０年度と令和元年度

で値がばらついております。 

 表の見方の説明に戻らせていただきますが、右から２列目及び３列目につきましては、

調査の回数が記載されています。Ｒ２回数というのは、今年度の計画の調査回数です。Ｒ

３回数というのは、来年度の調査回数になっております。 

 １６ページからは、ＶＯＣの調査井戸一覧になっております。基準超過したところはピ

ンク、検出は黄色に着色しております。１９ページの中段からは、重金属などのその他の

項目を調査している井戸の一覧となっています。 

 続きまして、令和３年度に調査する井戸の一覧については、２０ページから資料２－２

に記載しております。２１ページに概況調査井戸、２２ページから２５ページに継続監視

調査井戸の一覧としており、市町村名や地区名のほか、井戸の用途などについてまとめて

おります。一番左の列に通し番号がついておりますが、この番号は、資料２－２の一番最

後に添付おりますＡ３版カラーの調査地点概要図にプロットしてある番号と対応しており

ます。 

 概要図の地図上の黄色の丸につきましては、概況調査の実施地区です。緑色の丸は、継

続監視調査の硝酸性窒素等の調査実施地区です。青色の四角は、継続監視調査のＶＯＣの

実施地区です。赤色の三角は、継続監視調査のヒ素などの重金属を調査する地区となって

おります。 

 以上が令和３年度の地下水の水質測定計画（案）です。 

○中村部会長 ありがとうございました。 

 情報量が結構多いので、全体を把握するのは委員の先生方も大変だとは思うのですけれ

ども、それぞれのご専門の立場からいかがでしょうか。何かお気づきになられたことや、

コメント、質問をお願いいたします。 

○中津川委員 資料２－１の参考１の１４ページで、ご説明があった三笠市の岡山地区の

井戸ですが、この上の段の代替で下の段の井戸の測定をやっていまして、これは基準値を

結構超えているのですけれども、雨水が入りやすい構造で令和２年井戸廃止ということに

なりました。これは監視が必要ではないかと思ったのですけれども、やめてしまうという

ことですか。 

○事務局（工藤主任） 本来でしたら、代替の前の井戸でも環境基準を超過しております

ので、継続して調査できれば良い地区ではあったのですが、今回、代替井戸を探しました

ら、ありませんでしたので、調査は終了せざるを得ないということになっております。 

 ただ、終了いたしますが、今後、もし三笠市岡山地区において調査可能な井戸が確認で

きた場合は、また新たに調査を再開したいと思っております。 
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○中津川委員 この下の段のやつで廃止してしまうというのは、３センチぐらいしか木枠

の高さがなくて雨水が入りやすいというのが主たる原因ですか。 

○事務局（工藤主任） すみません。そういうことではなくて、井戸所有者の方が井戸を

もう使用しなくなって、井戸を廃止しますということで、廃止になりました。 

○中津川委員 では、これを改良して使い続けるというのは無理ということですね。 

○事務局（工藤主任） そうなのです。 

 平成２９年度のときも、配管が壊れてしまったということで終了したのですけれども、

今回、井戸をもう使わなくなったということで、継続監視調査ができなくなってしまいま

した。 

○中津川委員 やっぱり、問題ありの場所だと思いますので、早急に代替井戸を探して続

けるべきではないかと思いますので、意見として申し上げたいと思います。 

○中村部会長 この委員会に参加して知る限りでは、ずっと増えているのです。多分、人

口の減少が原因にあると思うのですけれども、過疎化とともに、結局、個人所有の井戸が

どんどんなくなっていく傾向にあって、維持するのが大変です。多くが個人所有者の井戸

をお借りして測定しているものですからね。 

 ということで、これは今回だけの問題ではなくてずっと続いているので、将来的に個人

所有のものについては、僻地と言ったら変ですけれども、あまり人が住んでいないような

場所だと、過疎化とともにだんだんなくなっていく可能性があります。慢性的な問題なの

で、いつまでもずっと見ていていいのか、かといって、どうやってやればいいかという案

がないのですけれども、課題として皆さんに知っておいていただくといいと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○本間委員 資料２－１の２ページ目の２番目に汚染井戸周辺地区調査があります。先ほ

どの説明では、令和３年度は、基準値を超過する汚染が発見された場合は速やかに行うと

いうことで、現時点では実施する井戸はなしとなっております。昨年９月に、清水町の御

影地区で井戸水から高濃度な亜硝酸性窒素が出たということで新聞報道もされて、私ども

漁業関係者もすごく心配したのですけれども、この辺を道としてどう把握されているかと

いうことと、その後の調査はしたのか、しなかったのか伺いたい。 

 また、こういった農業地帯に井戸から亜硝酸性窒素が出た場合の対応はどのようにされ

ているのか、計画にない場合の対応をどのようにされているのかということと、もしそう

いうことであれば、去年、高濃度で出た井戸については令和３年度に盛り込むべきだと思

うのですけれども、その辺の対応はどのようになっているのか、お聞かせいただけますか。 

○事務局（由水課長補佐） 委員がご指摘のとおり、９月に清水町におきまして、飲用に

している井戸から亜硝酸態窒素が検出されたということです。当時、地元の新聞等でもそ

ういう形で報道されたことは私どもも承知しております。 

 清水町におきましては、亜硝酸態窒素単独では測っていないのですけれども、飲用井戸

ということで、そういうふうに測っている状態でございます、 
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 確かに、亜硝酸態窒素を併せて測っておりますが、清水町の十勝は農業王国ということ

でかなり肥料を使っていますので、十勝地区全体で高い数値を示しているというのは理解

しているところでございます。 

 その理由としましては、大量の肥料施肥の問題、家畜ふん尿の問題、生活排水の問題と

いう三つにより亜硝酸態窒素等が検出されたと認識をしているところでございます。 

 清水町の案件につきましては、飲用井戸ということで、地域全体というよりは、そこの

部分だけで亜硝酸態窒素が出ていることを確認していますので、帯広保健所で飲用指導を

している状況でございます。 

 全体的としては、私どもで常時監視をさせていただいているところでございます。 

 個別の事案につきましては、町の浄化装置を貸与していただいて、この１件だけですけ

れども、このご家庭に対応して、健康被害が及ばないようにしていると聞いてございます。 

 ですので、全体的には別にやっておりますので、ここだけを直接やるというふうには今

は考えておりません。 

○本間委員 そうすると、令和３年度に超過する汚染が発見された場合は、個別に判断し

てこの計画に載せて調査するか、個別に対応するかというご判断をされるということです

か。 

○事務局（由水課長補佐） 基本的には、常時監視につきましては、まずは概況調査をさ

せていただいて、そこの調査の中で基準を超過したものについては、翌年度以降も継続モ

ニタリングとさせていただいております。 

 今度の概況調査がまた行われて、そういうところで、ここ以外でも概況調査において、

亜硝酸態窒素等が基準を超過するようなことがあれば、当然、その場所は監視させていた

だくことにしておりますので、よろしくお願いいたします。 

○本間委員 分かりました。 

 ２０１４年に環境省による基準値が改正されて厳しい基準になったということも聞いて

いますので、ましてや飲用にする井戸については、やはり、きちんと道のほうからも指導

されて対策をしていただきたいということと、現時点で亜硝酸態窒素の対策として、何か

をされているのか、お聞きしたいのです。 

○事務局（由水課長補佐） 環境部局ではあるのですけれども、飲用井戸につきましては、

私どもではなくて、別の道の担当部署でやってございます。 

 で、基本的には飲用井戸なので、先ほど申し上げたとおり、保健所の指導のもとに一部

町においては、浄化装置の補助なんかを行いながら、そちらのほうでカバーしている状態

でございます。 

 ただ、逆に飲用井戸についてはそういうような感じになってございます。 

○中村部会長 ほかにいかがでしょうか。 

○中谷専門委員 確認ですが、測定項目でアルキル水銀については、総水銀が検出された

場合に測定とあるのですけれども、これは同じ試料水を使って、同じ試料水ですね、検出
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された試料水を使ってアルキル水銀を測るという意味合いでよろしいでしょうか。 

○事務局（工藤主任） 同じです。 

○中谷専門委員 もう一つ関連して、地下水ではなくて公共用水域のほうに戻ってしまう

のですが、アルキル水銀を測定する理由というのは、多分、この地下水で測定するという

のは、利水目的として飲用や生活用水に関わったものが多いということなので、総水銀が

検出された場合に、アルキル水銀を測定するということなのですけれども、公共用水域に

おいても、例えば、総水銀が検出された場合は、アルキル水銀を測るといった、これと同

じようなことができないのかと思い、質問させていただきます。 

○事務局（小田島主任） 公共用水域も、同じような形で測定することにはなっています。 

○中谷専門委員 ありがとうございます。 

○中村部会長 ほかにいかがでしょうか。 

 特にないようでしたら、全体としては、皆さんから何か大きな問題点を指摘されたとい

う感じはなかったので、令和３年度の地下水の水質測定計画の策定については、事務局案

のとおりということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○中村部会長 ありがとうございます。 

 以上、この二つの議題で、測定計画案の審議は終了しました。 

 北海道環境審議会運営要綱第２条によって、測定計画の作成についての審議は、当水環

境部会に付託されているため、この部会の決議をもって、親会である環境審議会の決議と

なります。 

 今後、北海道知事に対して、測定計画の作成についての答申を行うことになりますが、

この答申内容については、私に一任していただきたいと思うのですけれども、よろしいで

しょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○中村部会長 ありがとうございます。 

 それでは、事務局は、答申の事務手続を進めるようにお願いします。 

 速やかに知事に答申を行って、その結果を各委員にご報告したいと考えております。 

 一応、皆さんにお認めいただいたのですけれども、なかなかお会いするチャンスもない

でしょうし、全体を通じて、この問題も含めて、今回の議論した内容も含めて、何かコメ

ントな、お気づきの点なりはありませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○中村部会長 特にないようですので、マイクを事務局にお返ししたいと思います。 

 

  ４．そ の 他 

○事務局（由水課長補佐） 中村部会長、ありがとうございました。 

 さて、第１回の部会でありました意見等の対応につきまして、来年度の水質測定計画の
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説明について回答させていただきましたが、最後の項目として、北海道新幹線工事に伴う

トンネル掘削土の関係がございますので、説明をさせていただきたいと存じます。 

 お手元の資料をご覧いただきたいと思います。 

 まず、汚染土壌の関係で、裏面の参考というところを見てください。 

 まず、新幹線トンネル残土発生の恐れでありますけれども、この要対策土は、土壌環境

基準を超えるものが要対策土として整理されてございます。 

 この要対策土は、こちらに書いていないのですけれども、前段で鉄道･運輸機構のほうで

ボーリング調査等を行いまして、そのコアのほうから要対策土があるのかないのか、これ

を確認して、その結果を後にも出てきますが、重金属検討委員会のほうに諮って、要対策

土、無対策土という形で振り分けをされます。 

 発注する、工事が始まる、発生する、また、発生した、こういう新幹線のトンネル残土

は、自然由来の重金属を含むものもございますが、実は、トンネルの掘削土につきまして

は土壌汚染対策法の適用除外となっておりまして、機構自らで、国土交通省が作成した建

設工事における自然由来重金属等含有土壌への対応マニュアルに基づいて対応していると

ころでございます。 

 発生して盛土までの間に大まかに左矢印があるのですけれども、こちらのほうで機構が

設置しました自然由来重金属等掘削土対策検討委員会という専門の委員に集まっていただ

く委員会がございます。こちらには、私どもはオブザーバーとして出席させていただいて

いるところです。 

 また、マニュアルの中に、道への対策その他につきまして協議することとなっておりま

すので、その協議は当課として対応しているところでございます。 

 最後に地元の住民等説明会がありまして、ご了承いただけたものが盛土されるというこ

とになってございます。盛土されれば、地下水及び表流水、公共用水域に流れるものを含

めて測定することになっておりまして、計画対策の確認を事業者の責任において実施する

ことになってございます。 

 しかしながら、当課の関与としましては、先ほど申し上げました自然由来の重金属等の

対策検討委員会へオブザーバーとして出席しておりまして、年１回、３月にまとめて地下

水及び表流水の測定結果をいただいております。これは行政限りとなっているのですけれ

ども、その結果を見まして、１年間の確認をしてございます。 

 ということで、年１回３月なので、今ある私どもが持っている情報につきましては、令

和元年度の情報ということになっておりまして、まだ、工事が進んでいないので、その要

対策土の置き場につきましては、現在、令和元年度のときに３か所ございまして、そのデ

ータは全て確認させていただいて、大きな変動がないことを確認させていただいていると

ころです。 

 また、といっても１年間ということになって、年度末に来るということになりますので、

その間、異常な数値が出たら如何かということになりますので、地下水と表流水の測定結
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果が、大きな数値の変動があった場合は、行政のほうに連絡をするということで申し合わ

せしておりまして、常時監視できる体制を整えているところでございます。 

 １枚目に戻っていただいて、今の流れは、土壌汚染対策の流れとしてお話をしていると

ころでございますが、水環境部会として、水質関係でどういう法律が対象になるのだとい

うことを１枚目でご説明をさせていただきます。 

 １番では、先ほど申し上げたとおり、これについては、機構のマニュアルに基づいて責

任を持ってやっているところでございますが、ただ、新聞等でも確かに掲載されていると

おりでございまして、住民の方、人とか環境への影響などの関心が高いということで、環

境部局としても、確認や注視していく必要があると考えてございます。 

 ２番の関係法令ですが、環境基本条例におきましては、指導、助言、その他、必要な措

置を講じようと努めなければならないということで、支障等がある場合は、法律に基づい

ておりませんが、行政指導ということで行うとなってございます。 

 水質汚濁防止法につきましても、目的で工場、事業所、そして、生活排水を対象として

いるものですから、厳密にいきますと水質汚濁防止法の対象外と、盛土についてはなって

ございます。よって、水質汚濁防止法の１５条の常時監視においても、常時監視の対象に

はなってこないという現状でございます。 

 しかしながら、工事現場その他から汚水等が発生すれば、行政指導として対応していま

すので、そういうことがあれば、また、こちらのほうで行政指導として対応したいと思っ

てございます。 

 現状としましては、１枚目の図でお示ししたとおり、この４点があるのかと思っており

まして、重金属など委員会へのオブザーバー出席、マニュアルに基づく協議、それと、検

討委員会に出席をしまして数値の把握ですね。または、地下水、表流水の異常時の連絡の

申し合わせというこの四つのポイントで、行政としては、私どもとしましては、きちんと

状況を把握して、いつでも対応を取れる体制にあるというふうに思ってございまして、引

き続き、この体制を維持して、注視、確認、監視をしていきたいと考えてございます。 

 以上、ご説明させていただきましたが、ご質問等はございますか。 

○本間委員 今ご説明があったとおりだと思うのですけれども、私ども漁業団体としまし

ては、この新幹線のトンネル工事については、ずっと当初から、鉄道･運輸機構とも協議を

させていただきながら、特に盛土の、重金属の土の対策もそうですけれども、大量の地下

水、湧水が発生するということで、これが河川を通じて海に流れると、漁業に非常に大き

な影響が出るのではないかという心配がされております。 

 特に、八雲、長万部地区の、噴火湾地区はホタテ等々、漁業の盛んな地区なのですけれ

ども、毎分８トンとか１０トンとかの湧水が流れ込むということになると、その温度の低

下もそうですけれども、塩分濃度の低下もあり、いろいろな影響が心配されるということ

で、これは事業者としての、当然、鉄道･運輸機構、あるいはＪＲ北海道の対応になると思

うのですけれども、工事後の監視もぜひお願いしたいということで協議しているところで
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す。 

 ついては、今お話があったように、道の環境生活部としては、当然、行政指導という立

場もありますし、何かあった場合には、私どもの漁業団体からの相談窓口となり、いろい

ろなことでのご指導をいただけるということで、何かあったときには、道の環境生活部の

ほうにご連絡申し上げてよろしいでしょうか。 

○事務局（由水課長補佐） まず、あの法律の立てつけから申しますと、工事現場におき

ましては、ヤードがございまして、そこは水質汚濁防止法の特定事業場となってございま

すので、そちらで、濁水を流す等々があれば、当然、法律に基づいての行政指導という、

法律に基づいての指導ができると考えてございます。 

 その水が大量に流れることによっての漁業等の影響につきましては、法律の立てつけに

はない状況なので、我々環境部局と道庁内関係部が連携してやっていくことになろうかと

思います。 

 具体的に動くのはそうなろうかと思うのですけれども、私どものほうには、新幹線を全

て統括している総合政策部のほうに新幹線推進室というところがあって、実は、今回、先

ほど説明した中でも、我々のほうに水質異常があれば申入れをいただけるということにな

っていたのですが、それはあくまでも新幹線対策室を通してとなっています。そういう現

状があるものですから、多分、新幹線の何かがあれば、新幹線推進室がまず第一に受ける

ということになろうかと思います。 

○本間委員 分かりました。ありがとうございます。 

○髙橋特別委員 北海道開発局の高橋と申します。 

 今、北海道新幹線の話で、かなり土量が大きいというか、インパクトが大きいからとい

う話がございましたけれども、この土対法の関係でいきますと、３，０００平米以上の土

地の改変等がある場合は北海道のほうに届け出をして、汚染されているところであればそ

の対策を行うという、法律の枠組みの中でやっておりまして、例えば、豊平川の掘削とか、

堤防の掘削とか、河道掘削とか進めておりますけれども、そういう場合、何か自然に由来

する汚染があれば、当然、報告しますし、また、そういう場所があれば、対策工法を含め

て漁業関係者にご説明させて、事業者ごとにやるというのがルールかと思っています。 

 引き続き、そういう対応について、齟齬がないように進めていきたいと思っていますの

で、よろしくお願いいたします。私からは以上でございます。 

○中村部会長 いかがでしょうか。 

○中津川委員 先ほどの説明で、いわゆるこういう新幹線からの影響での水質は、公共用

水域という言い方をしていたので、この公共用水域はこの部会とは関係ない。オブザーバ

ーでいろいろ参加される中で、報告を受けるという話だった。 

 だから、この部会で、要するに審議している公共用水域で、そういう影響が出てくるよ

うな場所というのはないのでしょうかという。であれば、そういう数値が出てきたときの

扱いというか、それをどうするかというのを考えておかなければだめだし、どういう場所
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においてというか、どういう場所に影響が出てくるかという可能性ぐらいは押さえておく

必要があるのではないかと思ったのですけれども、どうでしょうか。 

○事務局（由水課長補佐） 部会でということでございますか。 

○中津川委員 残土を置く場所はいっぱいあるわけですね。今日審議した河川とか、そう

いうところに影響が出てくる可能性もあるのではないかと思ったのです。 

○事務局（由水課長補佐） 確かに、残土そのものに対しては水質汚濁防止法の対象には

ならないので、それを基に常時監視をするということはできないと思っています。 

○中津川委員 それは分かっています。それを分かった上で、結果としてそういうものが

出てきたときに、ここで常時監視している数値として影響が出てくる可能性があるのでは

ないかということです。私の言いたいことは、そういうときの対応を考えていく必要があ

るのではないかということです。 

○事務局（由水課長補佐） 監視ポイントが見ているところというか、重複しているよう

なところはあろうかと思いますが、全くないところもあるわけですので。 

○事務局（渡辺主査） 例えば、余市川ですとか、尻別川とか、後志管内は今、工事が始

まっているのですけれども、そういったところで、まず、対策土の置き場で測っていて、

そこでクリアしていれば、当然、末端のほうまで全てクリアしているというふうになりま

すし、逆に、今までは１回もないのですけれども、もし、対策土置き場から基準値がオー

バーしたものが出た場合、その下流でどうなっているか、それはうちのほうのポイントで

影響が薄まる可能性もあると思うのですけれども、出てくる可能性もあります。 

 それも、当然、置き場のほうで、機構のほうで監視している中で数字が上回った場合に

は連絡をいただける形になっていますので、その辺も見ながら、うちの公共用水域の地点

下流にあるようなポイントとの絡みもありますので、そこら辺は比較しながら見ていくこ

とはできるのではないかと考えております。 

○中津川委員 言いたいのは、だから情報共有をしっかりやっていただいて、なおかつ、

この部会にもやっぱり関係ある話もあるのではないかということで、まるきり、だから、

そういう常時監視対象でないからちょっと違うのだよということではなくて、その部会で

すか、部会で審議されている事項にも関わってくる話として、やっぱり捉えるべきではな

いかという意見です。 

○事務局（由水課長補佐） ありがとうございます。 

 今後、機構とも打合せをしながら、もし異常値があったらこの部会で、今、うちの渡辺

のほうからお話ししたとおり、連絡をいただければそこに影響あるかどうかというのは、

まず、うちのほうでは確認しなければならないと思っておりますけれども、その方法につ

いては考えたいと思います。ですから、常時監視のポイントをそこに据えるということで

はなくて、異常値が出たときの対応については、うちのほうでは考えてみたいと思います。 

○中村部会長 どういう情報は、今、心配されている委員の方もおられるので、例えば、

何でしたか、汚染物質を含んでいる場合に、機構側が監視対象となる残土についての置き
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場所は公開されているのですね。 

○事務局（由水課長補佐） 公開されていないです。 

○中村部会長 公開されていないのですか。 

 それは、何でされないのだろうか。自治体との関係なのだろうか。 

○事務局（渡辺主査） それは、地権者らが自分の土地がそういうところであるというこ

とを、個人情報なので、見せないことが条件になっていると思われますが、役場の土地と

かであれば公共用地なので、その辺は大丈夫かもしれませんが、そういう条件があります。 

○中村部会長 でも、道は分かるのですね。非公開資料であるけれども、道としては、そ

れを把握するのですね。それも把握しないのですか。 

○事務局（渡辺主査） 把握しております。 

○中村部会長 では、それは守秘義務なり何なりあるのでしょうから、取りあえず、こう

いう場所にそういうものを公に出すことはできないということで、ただ、教えていただき

たいのは、去年３件のそういった場所があって、変動がないと、さっきご説明があったの

ですけれども、私が最初に事前説明で聞いたときには、いわば盛る前と盛る後の比較をさ

れているのですよね。その結果として、水質項目に対して、急に盛った後、何かが高くな

るということが認められなかったということで、オーケーだろうということですね。当然、

基準値は下回っているということです。 

 それが３件あって、次年度の３月にやるときにはまた増えると思うのですけれども、そ

の辺も、内容を報告してくれれば、委員としてもある程度確認できると思うので、また来

年、今年の３月にやった結果を教えていただければと思います。よろしくお願いします。 

○事務局（由水課長補佐） 今、行政限りとしていただいている情報があります。機構と

協議しながら、来年のご報告についてまたお話ができればと思っております。よろしくお

願いいたします。 

 ほかにご質問はございませんでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

 

  ５．閉  会 

○事務局（由水課長補佐） 本日は、長時間にわたりご審議いただきまして、誠にありが

とうございました。 

 今年度における水環境部会は今回で最後となりました。 

 皆様には、ご多用のところご出席いただきまして、誠にありがとうございました。 

 これをもちまして、水環境部会を終了させていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

                                  以  上   


